
第４回（書面開催）バックエンド技術評価検討会 

 

議事概要 

 

１．日 時 令和２年 11 月２日（月）～11 月５日（木） 

２．要 領 書面審議 

３．議 題  

（１） 令和２年度安全研究プロジェクトの技術的観点からの評価 

（バックエンド技術 事前評価） 

（２） その他 

 

４．配布資料 

名簿 

資料１  原子力規制委員会における安全研究の基本方針 

資料２  今後の研究評価の進め方について（抜粋） 

資料３  「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施方針」について 

資料４  研究計画（案） 

・廃棄物埋設における長期性能評価に関する研究 

・放射性廃棄物の放射能濃度等の定量評価技術に関する研究 

参考資料１ 研究計画（案）説明資料 

 

５．概 要 

  原子力規制委員会では、安全研究の的確な実施及び成果の活用を図るため、

安全研究プロジェクトの開始前には事前評価を実施することとしている。本

検討会では事前評価にあたり、外部専門家の評価及び意見並びに産業界等の

専門的な技術的知見を有する者（専門技術者）の意見を聴取した。検討会に

おける主な意見及びその対応は別紙の通り。 
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第 4 回バックエンド技術評価検討会における外部専門家及び専門技術者の評価意見及びその回答 

 （１）廃棄物埋設における長期性能評価に関する研究 

No. 外部専門家・ 

専門技術者 

評価意見 回答 

1 井口 哲夫氏 研究概要(2)d.の生活環境における核種移行モデ

ル等の構築の研究に関して、中深度処分特有の研究

課題がよく見えない。前段の a, b, c の研究概要に

絡めて、モデル的に改良すべき内容を明確に示すべ

きではないか？ 

 ご指摘のように、この研究項目は、必ずしも中

深度処分特有ではなく廃棄物処分共通の課題でご

ざいますので、研究項目のカテゴリーにつきまし

て検討いたします。ただし、中深度処分において

は、その処分深度に対応して、より広い範囲の生

活環境への放射性物質の放出を考慮する必要があ

ることが、この研究項目を発想しました理由の一

つでもございます。 

2 井口 哲夫氏 研究概要(4)a.の中の浅地中処分において管理期

間終了後の浸食を評価する研究を実施することの

必要性が今一つ判然としないので、説明補強が欲し

いところ。 

浅地中処分においては廃止措置の終了まで（以

前は「管理期間」と呼んでいました）において事

業者が 廃棄物埋設地を管理し、必要に応じて補修

が行われますが、廃止措置の終了以降はこの措置

もなくなります。浅地中処分は、廃止措置の終了

までに大部分の放射性物質を減衰させる概念です

が、この時点では一部の放射性物質は残存してお

り、それが公衆に及ぼす影響を想定しても、保全

に関する措置を必要としないものとするもので

す。この判断には廃止措置の終了後の線量評価が

必要であり、その場合、覆土の減少や廃棄体の露

別紙 
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出は線量評価に大きな影響を与えます。このよう

な理由から浅地中処分を対象にした侵食の評価に

ついても課題としてあげております。 

3 井口 哲夫氏 (1)b.中深度処分における地下水流動の評価手法

の中で、ボーリング孔等を用いた測定技術の既往研

究では測定地点や深度等の数が限られて不確実性

を含むことが指摘されているが、本事業のボーリン

グ調査では平面的／縦断的に複数の試掘を行うこ

とで、従来よりどのように改善が見込まれるのかの

説明補強が欲しいところ。 

「測定地点や深度等の数が限られて不確実性を

含む」のは、今後の研究及び実際の調査を含め

て、程度の差はありますが、避けられないことで

あると認識しています。このため、観測データだ

けに依拠して地下水流動場を理解することはでき

ませんし、数値計算で地下水流動解析を行うにせ

よ水理特性を設定できる精度と密度には限界があ

ります。この認識のもと、現在の地質構造、水理

特性（水圧、透水係数等）、これまでの物質移動

等の結果を反映した水質・地下水年代等の観測

と、地下水流動及び物質移行に半定量的な情報を

与えることができる解析を組み合わせ、相互にフ

ィードバックすることによって、総合的に地下水

流動場の理解を高めることを試みるものです。 

4 井口 哲夫氏 (1)c.(i)室内での力学／水理学連成試験は、処分

坑道周辺の岩盤での地下水・物質移行の複合効果を

実験的に観察するユニークな研究手段と思われる

が、同時に行われる原位置試験との補完性（例えば、

境界条件の設定やスケーリング則など）をもう少し

明確に説明できないか？ 

室内試験は、3軸の制御された応力状態を形成

し、力学特性、亀裂の発生、水理特性の変化を分

析するものです。試験後に供試体を解体して分析

することも可能です。 

原位置試験は、岩中に既存の亀裂や堆積時の方

向性などの条件があるなかで、坑道等の掘削によ

る影響を見るものであり、実際の応力条件及び水
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理特性の変化を分析するものです。想定した条件

で行う室内試験と異なり実際の条件を反映したも

のになり、その中には、サイズの効果も含まれま

す。一方で、岩種や方向性等によって種々の条件

があり得る中での一部の条件での試験となります

し、分析できる範囲も限定されると考えられま

す。このため、室内試験での理解を原位置試験に

よって検証しつつ、室内試験の成果によって、

種々の条件への適用を拡張していきたいと考えて

います。 

5 井口 哲夫氏 (1)c.(ⅱ)及び(2)a.処分坑道閉鎖のためのベン

トナイト系人工バリアの長期性能評価において、

TRU 廃棄物処分施設の閉鎖概念のように、埋め戻し

材（ベントナイト系）とともに水理プラグを併用す

るようなことも検討してはどうか？ 

研究概要に記載しておりました「埋戻し材」

は、地下水の卓越経路、核種の移行経路とならな

いように坑道を埋め戻すものとして、坑道を比較

的低透水性の材料で充てんするもの及び坑道の端

部に配置して止水する水理プラグのような構造の

両方を念頭に置いておりました。記載の意図が分

かりにくいため、坑道の埋戻し材と水理プラグの

両方が含まれることが明確となるように修正いた

します。 

6 小崎 完氏 (2)b.セメント系人工バリアの長期性能評価研究

で、従来のピット処分に用いられているセメント材

料(OPC)のみを対象としているように見えるが、よ

り長期の閉じ込め性能を担保できそうな新規セメ

ント材候補の調査研究も必要ではないか？ 

セメント系材料の長期安定性を評価するために

は、既に土木分野で知見の多い材料に対して、結

晶構造や細孔構造から反応メカニズムや劣化機構

を明確にし、長期の評価を実施する必要があるか

と考えています。しかし、普通ポルトランドセメ
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ント（OPC）は基本となる原材料に廃棄物起源のも

のが含まれており不純物も多く含有し、反応メカ

ニズムや劣化機構が材料により異なる結果となる

ことも多いことから、不純物未混和のセメント*) 

を用いて、反応メカニズムや生成された水和物

（カルシウムシリケート水和物）が空隙構造にど

のような影響与えるかを明確にし、長期評価につ

なげる研究を実施することとしています。 

また、人工バリアには水和を低減するために中

庸熱セメント、フライアッシュ混合メント及び石

灰石微粉末、充填モルタルには高炉スラグセメン

トなどが予定されており、使用する粉体の粒度分

布に対して硬化後の空隙構造がどのように形成さ

れるか、物理的化学的特性を分離して、さらに材

齢進展により細孔径分布が変遷することを踏まえ

て核種移行する物質を評価する必要があると考え

ています。 

なお、本研究は規制側として、事業者が用いる

として申請される材料の特性が適切であることを

判断できる知見を取得することを目的として行う

ものですので、新たな材料開発自体を行うもので

はありません。 
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※ 現在の工業的なセメントには、石灰、珪砂、

粘土等を焼成する原材料の時点と焼きあがっ

たクリンカに石膏等をまぜてセメントにする

時点で廃棄物等を混合することが JIS 規格で

認められています。大学等では「研究用セメ

ント」として、後で混合する廃棄物を含まな

いセメントが用いられます。ここでの「不純

物未混和のセメント」とは、焼成する原材料

にも廃棄物の添加をしないものです。昔のセ

メントは、むしろこのような組成になりま

す。したがいまして、不純物未混和のセメン

トは、現在のセメントとは異なりますが、非

現実的なセメントではありません。 

7 小崎 完氏 (2)b セメント系人工バリアの長期性能評価手法の

研究 

「セメント硬化体の長期安定性に関係する結晶

構造や物質移行特性を支配する細孔構造及び収着

について、その機構を明らかにする。」とされてい

ます。しかし、具体的には、実施計画（研究計画（案）

p10～11）において、「細孔構造の計測法の整理及び

体積変化の評価法の検討」（Ｒ３、Ｒ４年度）、「水蒸

気吸着装置等による分析及び結晶安定性の TMS 法

等による観察並びにひび割れ等の体積変化に関す

る予備試験」（Ｒ５年度）、「セメント硬化体の物質

「セメント硬化体の長期安定性に関係する結晶

構造や物質移行特性を支配する細孔構造及び収

着」と記載しておりますが、委員がおっしゃるよ

うに非晶質であるカルシウムシリケート水和物の

影響が大きいことは当然であると理解しておりま

す。そのため、カルシウムシリケート水和物の結

晶安定性を評価するための、TMS 法等も試験とし

て行い、細孔構造及び収着の把握を行う予定とし

ております。記載が不十分でしたので、「セメン

ト硬化体の長期安定性に関係する結晶構造（カル

シウムシリケート水和物も含む）や物質移行特性
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移行に関する取りまとめ」（Ｒ６年度）となってい

ます。内部微細構造の基礎的な試験結果から、「物

質移行の機構を明らかにする」までの「取りまとめ」

の過程が良くわかりません。例えば、セメント系材

料中の物質移行においては、結晶のみならず、非晶

質であるカルシウムシリケート水和物の影響が大

きいとされています。微細構造や体積変化のみか

ら、「物質移行の機構を明らかにする」ことには困

難が予想されます。この点についてご説明下さい。 

を支配する細孔構造及び収着」と修正させていた

だきます。 

8 小崎 完氏 (2)b セメント系人工バリアの長期性能評価手法の

研究 

「体積変化によるひび割れ等の発生が物質移行

特性への影響について科学的・技術的知見の取得を

行う。」（ミスタイプと思います。正しくは「物質移

行特性へ及ぼす影響」でしょうか。）とありますが、

「体積変化」や「ひび割れ」という比較的マクロな

現象の影響を、「拡散」や「収着」といったミクロな

現象の影響と区別して、物質移行特性を検討する具

体的なアプローチが読み取れませんでした。この点

および具体的にどのような知見を取得する計画で

あるかご説明下さい。 

ご指摘の点について、ミスタイプとなります。 

「物質移行特性へ及ぼす影響」へ修正させてい

ただきます。また、「体積変化」等のマクロな現

象と「拡散」等の関係についてですが、最終的に

は一体として物質移行特性を評価する必要がござ

います。しかし、まず本研究では、ひび割れの発

生という現象と体積変化の関係をまず明らかに

し、審査において可能な限りひび割れの発生しな

い状態というのを適切に評価できるよう知見を取

得することを目的として実施しており、一体的な

物質移行特性の評価は、その後検討する形と考え

てございます。 
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9 小崎 完氏 (2)c中深度処分における岩盤の収着・移行現象に関

する研究 

「微小な空隙中での放射性核種の物質輸送とそ

の過程での鉱物への収着は、移行を遅延させる重要

な機構である。」において、遅延させるのは「収 着」

であり、「空隙中での放射性核種の物質輸送」は移

行を促進させるのではないでしょうか。この部分の

解釈の仕方を説明して下さい。 

 

10 小崎 完氏 (2)c中深度処分における岩盤の収着・移行現象に関

する研究 

「この機構については、核種の分散系での収着反

応評価、金属酸化物の集合体の評価など水分子の移

動や空隙内の分布、表面の凹凸、電気二重層の影響

等様々な評価がされている」において、「分散系」

とは何を意味しているのでしょうか。「金属酸化物

の集合体の評価」も意味が読み取れませんでした。

「空隙内の分布」は何の分布でしょうか。もし、放

射性核種の分布でしたら、表面の凹凸や電気二重層

の影響があった上で 、放射性核種の分布が生じる

ので、これらを同列に扱って、「・・・等様々な評

価がされている」とするのは適切ではないと思いま

すが、如何でしょうか。 

「分散系」とは、いわゆるバッチ試験の系を意

味しています。実条件と比較すると、空隙構造の

情報が失われており、液固比の違いも影響する可

能性があります。実条件との対比の意味で「分散

系」と表現しました。 

「金属酸化物の集合体の評価」とは、放射性廃

棄物処分とは異なる分野での収着に関する研究

で、100nm 以下の微小な空隙表面での反応が分散

系と異なるとの研究があります。 

「空隙内の分布」とは、「水分子の」分布でご

ざいます。 

類似研究の例示ですが、いろいろな現象を余り

説明せずに並べておりますので、整理して示した

いと考えております。 
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11 小崎 完氏 (2)c中深度処分における岩盤の収着・移行現象に関

する研究 

「空隙構造とそれが収着現象及び物質移行現象

に与える影響についての検討例は少ない。」におい

て、「空隙構造」は（固相表面が変質しなければ）「収

着現象」に影響を及ぼさないと思いますが、何を意

味しているのでしょうか。 

前項で述べましたように、100nm 以下の微小な

空隙表面での反応が分散系と異なるとの研究があ

ります。 

12 小崎 完氏 (2)c中深度処分における岩盤の収着・移行現象に関

する研究 

・「微小空間での収着に寄与する特異的な現象を

統一的に考慮することで、岩石中の微小な空隙で

の特異的な収着反応のメカニズムを明らかにし、

そのような特異的な収着反応が放射性核種の移行

に与える影響を検討する。」の意味が読み取れませ

んでした。「特異的な現象」とは具体的に何を指し

ているのでしょうか。「特異的な現象を統一的に考

慮する」ことと「反応のメカニズムを明らかにす

る」ことは、逆のアプローチのように思えます。

また、実施計画（研究計画（案）p10～11）におい

て、拡散試験および電位分布等に関する試験をあ

げられていますが、それらのデータとここでの検

討内容との関連をご説明下さい。 
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13 小崎 完氏 (2)c中深度処分における岩盤の収着・移行現象に関

する研究 

実施計画（研究計画（案）p6 ）における図８では

比較的大きな空隙（あるいは亀裂）があるように見

えま す。中深度処分としては不適切ではないかと

感じます。一方、図９を例示された意味（意図）が

読み取れません。例えば、図中の、「pore in clay」、

「pore in organic」は関係がないように思えます。

必要性をご説明下さい。 

・図 8は、粒子内の微小空隙が物質移動全体に影

響することを示す意図のものですが、土粒子を示し

ているようにも見えますので、適切に修正したいと

考えております。 

図 9は、実際の岩石中の空隙の例で、空隙がサイ

ズ的にも鉱物学的にも均質ではないこと、また、そ

のようななかで特に微小な空隙の形状や三次元的

なつながりを観察することが難しいことを示すも

のです。 

14 小崎 完氏 (4)b粘土系材料の透水特性、空隙構造等に関する研

究 

「ベントナイトの粒子間空隙、層間空隙等からな

る空隙構造と、それらの空隙中の水質、静電場等を

統一的に整理することにより、力学特性、透水特性、

拡散特性等と、施工条件を含めた状態特性との関係

を整理する。」とありますが、実際に実施するのは

「覆土の締固めと透水性能に関する試験」となって

います（研究計画（案）p9）。「透水特性」の知見は

得られるでしょうが、「粒子間空隙、層間空隙等か

らなる空隙構造と、それらの空隙中の水質、静電場

等を統一 的に整理」するために必要な知見は十分

得られるのでしょうか。 

主要な試験は「覆土の締固めと透水性能に関する

試験」ですが、「変質を考慮した透水性及び拡散等

の試験の整理」も検討しております。これら検討に

おいて、ベントナイト及び砂・ベントナイト混合土

の透水特性を把握する試験を実施するほか、アルカ

リ性溶液とベントナイトの反応させる変質に関す

る試験も行う予定です。しかしながら、試験のみで

は御指摘のとおり「空隙中の水質、静電場等を統一

的に整理」することは困難と考えられますので、こ

の中で、既存の拡散試験等の結果を踏まえ、解析的

な手法を交えて空隙中の粘性、イオン会合度等の水

質や拡散二重層で表される静電場の影響等を整理

し、物質移行に関連する空隙構造を評価していきた

いと考えています。 
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15 小崎 完氏 （1）～（4）のカテゴリーのいずれにおいて

も、過去の研究ならびに最新知見を踏まえた上

で、安全研究として適切に研究項目が設定されて

いると評価できる。 

拝承。 

16 小崎 完氏 解析実施手法、実験方法はおおむね適切であ

る。ただし、（2）b「セメント系人工バリアの長期

性能評価手法の研究」においては、「セメント硬化

体の長期安定性に関係する結晶構造や物質移行特

性を支配する細孔構造及び収着について、その機

構を明らかにする。」との目標に対して、細孔構造

の計測、体積変化の評価、水蒸気吸着、結晶安定

性の TMS 法等による観察などの基礎的な試験が計

画されており、「物質移行の機構を明らかにする」

にはやや不十分と思われる。また、当初案では言

及がなかった、非晶質であるカルシウムシリケー

ト水和物に関する試験については、その具体的な

試験内容および試験スケジュールの説明がないこ

とから、研究開始前に工程表を含めて十分に検討

することが望まれる。なお、コメントに対する回

答文において、「結晶構造（カルシウムシリケート

水和物を含む）」については、「非晶質である水和

物の結晶構造」と読めてしまう（非晶質には結晶

構造は存在しない）ことから、「非晶質の微細構

造」などの表現にした方が良いと思われる。 

カルシウムシリケート水和物は、低結晶ながらナ

ノ構造で様々な形態を持つことから、ここでは非晶

質とはせずに結晶として整理しております。今回、

「物質移行の機構を明らかにする」との記載は、空

隙構造に起因した拡散に対して機構を明らかにす

る検討であり、生成されるカルシウムシリケート水

和物の結晶構造について材料（セメント及び混和

材）それぞれの特性を明らかにすることを目的とし

ております。そのため、研究計画等についても結晶

安定性の評価の中でカルシウムシリケート水和物

の評価を行い、材料及び反応環境によるカルシウム

シリケート水和物のナノ構造の違いを評価するこ

とで細孔構造や物質移行評価へつなげられるよう

研究を進めることを考えてございます。 

具体的には、細孔構造を水蒸気吸着装置等の細孔

を圧力で壊さない手法を用いて層間空隙まで測定

し、さらに、閉塞した空隙やインクボトル形態など

も併せて評価することを考えております。また、変

化するカルシウムシリケート水和物の結晶構造を

トリメチルシリル誘導体化(TMS)法を用いて評価す
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るものです。 

17 小崎 完氏 (2)c「中深度処分における岩盤の収着・移行に

関する研究」においては、研究対象とする諸現象

の説明が不十分であり、文章も難解であった。前

回のコメントに対する修正文が示されていないこ

とから、実験方法の適切さは十分評価できていな

い。実施計画（研究計画（案）p6）における図 8

および図 9においても修正後の図が示されていな

いことから、妥当性を判断できない。前回の回答

文から、少なくとも、図 9中の「pore in clay」、

「pore in organic」の矢印は、「微小な空隙の形

状や 3次元的なつながり」とは関係のないもので

あるので、削除すべきと思われる。 

文章が適切ではありませんでしたので、本資料の

冒頭に示しましたように修正いたします。対象とし

ます地質としては、中深度処分を念頭に置いて、例

えば堆積岩を考えています。図 8及び図 9は、地質

媒体中の様々な空隙の中での物質移行を示す意図

のものでございましたが、ご指摘のようにいずれも

土質材料中の空隙を示したものでございますので、

削除いたします。 

なお、岩盤を含む地質媒体に対する放射性物質の

収着、移行に関しては、これまで種々の側面から膨

大な研究があり、それらの効果を併せて岩盤に対す

る収着特性を評価する手法に関する研究もされて

います。このような成果は活用することとしたうえ

で、本研究は、比較的研究が少ないと考えられる微

細な空隙構造と物質移動及び収着の関係について

の情報を追加しようとするものです。 

18 小崎 完氏 (4)b「粘土系材料の透水係数、空隙構造等に関

する研究」については、前回のコメントに対する

回答文である程度理解できたが、実施計画本文の

修正が行われない以上、その適切性は判断できな

い。 

本課題につきましては、問題意識は以下のような

ものとしてございますが、具体的な研究アプローチ

は検討している段階にございます。いただきました

ご指摘も参考にさせていただきながら構築したい

と考えております。 

地層処分に用いることが検討されている高配合

のベントナイト混合土においては、有効粘土密度又
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は有効ベントナイト密度との関係で透水係数が整

理できるとされています。一方で、浅地中処分で用

いられる低配合のベントナイト混合土（特に Ca 型）

においては、初期含水比などの条件が、最終的な透

水係数に影響するとの報告があります。その理由と

して、水で飽和してベントナイトが膨潤しても、初

期の土粒子及びベントナイト粒子からなる空隙の

構造が残り、それらの構造とそれに基づくベントナ

イト層間の距離、対応する水の粘性、それらによる

透水特性が関連するとの報告もあります。これらの

関係を考慮しつつ、このような材料について、透水

性の指標を何にすればよいかを検討したいと考え

ております。 

19 小崎 完氏 解析結果の評価手法、実験結果は概ね妥当であ

る。ただし、②で実験方法の適切性が十分読み取

れない部分については、その評価手法の適切性は

判断できない。 

拝承。 

評価手法の適切性については p.25～26 を参照。 

20 小崎 完氏 (1)～(4)のカテゴリーのいずれにおいても、重

要な研究項目をあげており、現時点で優先的に実

施すべき研究であり、重要な見落としは見当たら

ない。 

拝承。 

21 新堀 雄一氏 説明資料 p.19 にございます Edz と図面中の BDZ

との使い分けが気になりました。研究計画では

BDZ のみ行うように拝察いたしましたが、知りた

掘削影響領域について、力学的影響領域を

EDZ(Excavation damage 、水理学的影響等の領域を

Edz(Excavation disturbed zone)とし、特にボーリ
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いのはより上位概念である EDZ の方かと存じま

す。いかがでしょうか？ 

ングによる影響領域を BDZ(Borehole Damage zone)

としておりますが、それぞれの定義を示すと共に、

適切に使い分けるよう整理いたします。 

なお、ご指摘のように EDZ の方が上位概念であり

ますが、口径の違い等に基づいて、坑道とボーリン

グ孔では、影響の出方及び閉鎖技術が異なるところ

がございますので、共通点、相違点を踏まえて検討

したいと考えております。 

22 新堀 雄一氏 (1)b 中深度処分における涵養域から流出域までの

地下水流動の評価手法の研究 

事業の進め方においてモデル化とボーリング調

査・水文調査等が個別に進んでしまうことを懸念

しております。目標に向けての協同を如何に進め

るかは、これまでも課題であるように思いますの

で、評価項目②「適切な解析実施手法、実験手

法」に関連して双方の手法はここに適切であっ

て、かつ、それらの適切な統合をも期待したいと

存じます。 

研究のご説明では、まずモデル化について記載

されていますが「当該地域」とは 国内に対象地点

を想定しているとのことですので、具体的な地点

を想定するのであれば、当該地域の涵養域から湧

出域までの間でボーリング調査、水文調査等を行

い、地下水水質、地下水年代、地質ごとの透水係

この研究は、現在の水理特性とこれまでの物質移

動等の結果を反映した水質、地下水年代等の観測

と、地下水流動及び物質移行に半定量的な情報を与

えることができる解析を組み合わせ、相互にフィー

ドバックして、総合的に地下水流動場の理解を高め

ることを試みるものです。したがいまして、ご指摘

いただきましたように、両者を統合して進めたいと

考えております。 

場所は、現在の安全研究で水質等のデータを一部

取得している、青森県上北地方を考えております。

この場所に中深度処分場が建設される予定がある

ということではなく、地下 100m 程度及びそれ以深

までの井戸からの情報を得ることができ、地層を形

成した地史の情報がある等の理由で研究の場所と

して選んでいるものです。既存井戸のデータも用い

ますが、深度方向に地下水が混合されて情報が乱さ
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数等の分布を把握したうえで、当該地域のモデル

化を行うことが通常の進め方と存じます。そこで

は、モデル化において断層等を含む地質構造、透

水係数、地形等の透水性を如何に定めるか、地下

水及び地質のデータの空間的ばらつきを考慮した

モデルに設定する透水性等が、結果的に把握した

流動系にどの程度効くのかなども、データとの比

較やモデルによる感度解析を通じて検討すること

となると思います。むろん、検討項目にある地下

水の起源、滞留性や、異なる起源をもつ地下水の

混合など、地球科学的なデータから評価し、地下

水等の試料の妥当な採取法についても検討するこ

とは意義深いと思います。 

れてしまっているものが多いため、新たにボーリン

グを行いデータ取得することも考えております。こ

のした観測データに、解析による現象面からの裏付

けをつける試みをすることによって、データの解釈

や取得上の問題、解析のモデルや設定の問題も浮き

彫りになることを期待しています。 

23 新堀 雄一氏 (3)閉鎖後の水理試験による確認方法に関する検討 

坑井試験の解析手法は単純化したモデルを基礎

に多くなされております。ここではより詳細に不

十分に施工された閉塞部や BDZ をモデル化して数

値解析により検討するかと拝察しております。そ

の検討においてまず重要なことは、「不十分に施工

された閉塞部」とはどのようなものかを定義する

必要があるかと存じます。また、観測井は清水掘

りを想定し、掘削泥水によるスキン効果などはな

いとするかと推察しておりますが、BDZ と既存の

微小亀裂等の関係も複雑であり、サイト依存性が

ご指摘いただきました点につきまして、考慮して

検討をいたします。 

例えば石油の生産井を構築した際等においては、

漏れがないことを確認するために、バルブを閉じ

て、ボーリング孔の奥側を加圧し、圧力低下がない

ことを確認します。モニタリングに用いたボーリン

グ孔の閉鎖を確認する際にこの方法を用いると、閉

鎖した奥側へ通じる加圧用及び圧力測定用のパイ

プを残すことになってしまうため、基本的にはこの

方法は使えないと考えています。そこで、閉鎖の確

認には、確実に閉鎖できる手法を確立して施工管理
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大きいことも考慮すると、モデルをどのように設

定するかが大きな課題と言えます。加えて、埋戻

しの状態は、時間の経過により変化し、当初は坑

口まで埋め戻していても、数か月すると埋戻し材

が沈下していることはよくあることと存じます。

このことは、BDZ も同様に時間の経過により変化

することも示唆していると思います。 

上述を踏まえると、評価項目③適切な評価手法

に関連いたしますが、検討される確認方法は、あ

る設定された場合にのみ適用できる手法となって

しまうことが懸念されます。確認手法自体をどの

ように規制に活用するかが重要になるかと考えま

す。 

で確認する、閉鎖した場所より手前側を加圧した際

の圧力応答の解釈を用いる等の方法を検討する必

要があると考えています。このような間接的な手法

を用いる場合には、ご指摘のように岩盤、ボーリン

グ孔及びその周辺の条件に依存することが考えら

れますので、その条件を考慮した確認手法について

検討する必要があると考えております。 

24 山元 孝広氏 研究計画（案）の背景説明や工程表が，最近の

日本の放射性廃棄物政策の情勢と合っているの

か？北海道の一部自治体が地層処分の文献調査に

応募した現状を踏まえると，年次展開が示された 

R3～R6 期間中に概要調査地区選定時の安全確保の

為の考慮事項を規制当局が提示することになろ

う．はたして提示された中深度処分を中心とした

研究計画は，このことを念頭に組み立てられてい

るのであろうか？早急に見直す必要があろう． 

現在進められている中深度処分の安全研究は，

かなり限定されたサイトを念頭に組み立てられた

地層処分事業の進展につきまして、最重要課題で

すので注視しております。 

地層処分においては、10万年を超える長期間にわ

たって HLW を起因とする放射線による影響から公

衆と生活環境を防護する必要があり、具体的な要求

深度や評価期間については中深度処分とは異なる

と考えられるため、さらなる技術的な検討が必要と

考えています。しかしながら、長半減期核種の濃度

制限等、該当しない考え方はあるものの、例えば長

期間にわたって公衆と生活環境を防護するための

根幹的な対策として、事業者に離隔と閉じ込めとい
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ものである．例えば説明資料 5p の火山活動に対す

る審査でのクライテリアとして「火山フロント」

が示されているが，これはサイトが火山フロント

よりも前弧側にあることを前提とした判断指標で

ある．ところが今回，地層処分の文献調査に応募

した自治体は背弧側でかつ火山近傍に位置してい

る．従って，今の中深度処分を対象として整備予

定の審査ガイド・マニュアルを，そのまま地層処

分に当てはめることが無理であることは明白であ

る．これは一例であるが，天然バリアに関しては

他にも中深度処分の検討対象にない考慮するべき

事項があるはずなので，その観点から考慮事項提

示に必要な研究計画に漏れがないか見直す必要が

ある． 

った設計上の対策を要求する考え方などは、中深度

処分の考え方と共通するものと考えられます。した

がいまして、まず、中深度処分の課題について取り

組むという考え方でございます。 

また、本研究計画で取り上げました研究項目は、

中深度処分に関連する技術分野の中で規制要件の

観点から重要な課題のうち、原子力規制庁等におい

て既に研究が実施されて規制の判断基準としてま

とめる段階のもの、他機関で研究が進められている

もの、今後具体的な地質環境条件及び設計に応じて

研究の要否を検討するものを除いて、次期に 取り

組むものとして設定したものです。例として挙げら

れました背弧側での火山活動につきましても、課題

として認識しております。 

25 山元 孝広氏 中深度処分特有の天然バリア課題は，処分深度

が 70m 以上と地層処分に比べ浅いことで，将来 10

万年間にわたる侵食作用の評価が要求される．し

かし，R3 以降の計画には，侵食作用に関する研究

が存在していない．将来 10 万年に渡る侵食作用の

評価手法が科学的に確立されたとは言えない現状

を考えると，審査時の判断指標整備の為の知見整

備は今後も進めるべきであろう．必要な具体的知

見は，氷期－間氷期サイクルに対する河川応答の

評価であり，説明資料 19p にある「浅地中処分に

中深度処分において、処分深度 70ｍの確保のた

めに侵食の評価が重要であるのはご指摘の通りと

認識しております。その上で、Ｒ３年度以後の計

画において、中深度処分を想定した侵食に関する

研究も予定しており、具体的には、沢・谷等によ

る侵食が埋設地の深度を減少させる現象を念頭に

置いた計画を考えております。沢・谷等の侵食を

検討するうえでは、その侵食基準面となる流入河

川の河床の侵食が重要な要素であり、そのため、

ご指摘にありました、氷期-間氷期サイクルが河川
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おける侵食評価」よりも，より広範囲な評価領域

を対象にするべきである． 

に与える影響についても検討対象になると考えて

おります。 

「浅地中処分『等』に関する研究」にカテゴラ

イズしましたため、お分かりにくいところがあっ

たと思いますので、分類又はカテゴリーの名前の

修正を検討いたします。 

一方で、将来の気候変動について極めて大きな

不確かさがある状況では、海水準について温暖化

ケース、寒冷化ケースのようないくつかの状態を

仮定して扱わざるを得ないと考えられますことか

ら、これと対応した侵食にも不確かさが影響して

いるとして扱うことにならざるを得ないのではな

いかと考えております。 

26 山元 孝広氏 人工バリアの長期性評価についても，研究内容

が中深度処分に特化した内容（説明資料 8p）とな

っている．研究行程表の R3 〜 R6 期間内に地層

処分が概要調査から精密調査へ移行する段階には

ないものの，将来を見越して地層処分対応の人工

バリア評価に必要な未解決課題の抽出や研究展開

を早めに提示しておく必要もあるのではないか？ 

No.24 のコメントへの回答で示しました通り、

地層処分と中深度処分の考え方には共通する点が

多いと考えております。したがいまして、地層処

分事業の進展を注視しながら、まず、中深度処分

に係る研究を行うという方針としております。ま

た、中深度処分には、浅地中処分よりも深いが地

層処分よりも浅いという特性から、特有の課題や

条件もありますので、本研究計画におきまして

は、中深度処分の条件をできるだけ具体的に認識

して取り組むことを考えております。 
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27 山元 孝広氏 説明資料 4p の白抜き数字や漢数字は，何に対応

するものか？ 

白抜き数字及び漢数字は、説明資料 P5 に示す研

究項目等に対応しております。 

28 山元 孝広氏 説明資料 5p でアウトプットの到達度に，数多く

の報告書・論文の執筆予定が示されている．これ

らは実際に達成可能な数なのか？これまでの実績

を示した上で，どのようにして達成を目指すのか

具体的な説明を． 

４年間の成果報告として、NRA 技術報告、論文

等の執筆を予定しております。特に、従来の委託

事業を中心として研究を行っていた体制から共同

研究も活用して研究する方針変更しており、十分

に論文等の執筆が出来ると判断しております。 

29 山元 孝広氏 説明資料 15p に「実坑道検証試験」とあるが，

具体的なサイトはどこ？ 

令和元年は、瑞浪超深地層研究所の坑道で試験

を行いましたが、研究所が閉鎖されることになり

ましたので、今後は幌延超深地層研究センターの

坑道にて検証試験を行う予定です。 

30 井口 幸弘氏 原位置試験とありますが、具体的な場所は決ま

っているのでしょうか。（言わずもがな？） 

国内の幌延超深地層研究センターの坑道を用い

て、試験を行う予定で、関係機関と調整中であり

ます。 

31 井口 幸弘氏 本研究においては、原位置試験を含めて、多額

の費用が掛かることが予測されます。コストパフ

ォーマンス的な評価は別途なされると考えてよい

のでしょうか。 

研究のコストパフォーマンスについては、先行

する国の機関とデマケｰションを考慮して効率的に

実行することを考えています。 

32 佐々木 泰氏 (1)a 中深度処分における断層等に関する評価手法

の研究 

岩盤を痛めることなく、物理探査や物理検層で

断層の性状が判断できることは有効と考えます。

計画の中で、「調査方法、調査範囲、調査密度等

について整理すると共に、解析対象とする深度に

ご指摘いただきましたように、物理探査や物理

検層について目標分解能に対して必要となる調査

密度等を解析で確認することを予定しておりま

す。本研究では、新たに物理探査や物理検層を実

施するのではなく、既存の調査で得られた物性デ

ータ（まずは新第三紀堆積岩を想定）を用いて実
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おける分解能に対して必要な調査密度や調査方法

の組み合わせについて解析的に検討を行う」とあ

りますが、物理探査や物理検層について、目標分

解能に対して必要となる調査密度等を解析で確認

するということでしょうか？反射面が出やすい地

層の有無など、サイトの地質状況によっても結果

は変わるので、出来るだけ幅広い条件で検討いた

だくことが、研究結果の有効活 用に結び付くと考

えます。 

一方で、活動が否定できない断層に対して、地

殻造構応力の空間的な広がり、継続性、活動性等

及び、断層の力学的水理学的影響範囲について科

学的・技術的知見の取得を行う」とあります。断

層の活動性と、水理的影響範囲の関係を一般化す

ることも、地質状況によって結果が大きく変わる

と考えられるので、出来るだけ幅広い条件で検討

いただくことが、研究結果の有効活用に結び付く

と考えます。 

施する予定です。「反射面が出やすい地層の有無

など、サイトの地質状況によっても結果は変わる

ので、出来るだけ幅広い条件で検討いただくこと

が、研究結果の有効活用に結び付くと考えま

す。」とのご指摘、拝承いたします。事業年数等

の制約を考慮する必要はありますが、可能な範囲

内で対応いたします。 

活動が否定できない断層の活動性及び水理学的

影響範囲に対しても地質状況によって大きく変わ

ることはご指摘の通りと考えますので、地質状況

と結果の関係性には留意して事業を進めます。 

33 佐々木 泰氏 (1)b 中深度処分における涵養域から流出域までの

地下水流動の評価手法の研究 

涵養域から流出域までの地下水流動の評価の信

頼性向上のための指標を明らかにすることは重要

と思います。今回の研究では、中深度処分の廃棄

物埋設地が想定される深度を含む範囲で、調査、

ご指摘ありがとうございます。中深度処分の埋設

地深度を想定し、涵養域から流出域までの統合的

な研究を想定しています。対象地点は国内を想定

しています。対象地点の水理地質条件によって有

効な手法が異なるのはご指摘の通りです。国内の

あらゆる水理地質条件を網羅することは現実的に
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モデル化、解析を行うとありますが、今回の研究

では、涵養域から流出域までの統合的な評価技術

の開発ということでしょうか？国内で、何地点か

で統合化技術の検討を行っていますが、今回は、

新たに別の地点で行うということでしょうか？対

象地点の水理地質条件によっても、有効な手法や

調査密度は変わると考えられるので、出来るだけ

幅広い条件で検討いただくことが、研究結果の有

効活用に結び付くと考えます。 

なお、a.中深度処分における断層等に関する評

価手法の研究と合わせて、掘削制限がされる、指

定廃棄物埋設区域の設定の考え方につながる研究

としていただくことを希望します。 

不可能ですので、これまでの研究成果を踏まえ

て、ある程度情報がそろっている過去の調査地点

から対象地点を検討する計画です。 

ご指摘の掘削制限がかかる指定廃棄物埋設区域

の設定の考え方をどうするかについてはとても重

要であり、この研究の成果を活用したいと考えて

おります。 

34 佐々木 泰氏 (1)c 中深度処分における岩盤の力学状態と水理特

性等に関する研究 

(i)処分坑道周辺等の岩盤の力学状態、水理学特性

及び物質移動特性に関する研究 

掘削影響領域の研究は、力学的に損傷したと思

われる領域の水理特性を試験により確認するもの

と思いますが、一般に、掘削影響で新たに開口し

た亀裂や、既存の亀裂の開口幅の増加が水理特性

に大きく影響します。原位置試験の場合、調査に

用いるボーリングが、この亀裂に直接当たらない

と、水理試験で影響が見えにくくなるので、一般

・岩盤掘削により掘削面の応力解法により力学的

に損傷等が発生する。また、既存損傷が掘削等で

進展したり、地震動によりも同様の現象が発生し

ます。これらの岩盤損傷に対して、水理特性への

影響が懸念されており、機構解明を行うもので

す。具体的には、原位置による試験に加えて室内

試験機によるメカニズムの解明を行います。室内

試験機は、力学作用と水理作用を同時に連成出来

る試験器を製作し、人工的に亀裂や損傷を想定し

た供試体を作成して、力学状態と水理特性の関係

性を見いだすことを行う予定 です。 
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化するには調査数量を十分に確保するなどの配慮

が必要と考えます。また、岩盤によっては、掘削

影響領域の特性よりも一次吹付の劣化部の方が評

価に対する影響が大きい場合もありますので、処

分システムの中での掘削影響領域の位置付けも考

慮することが必要と考えます。 

特に１軸圧縮強度が低い堆積軟岩の損傷は、マ

トリックスと亀裂の発生により水理特性の評価の

考え方を整理します。 

35 佐々木 泰氏 (1)c(ii)処分坑道の閉鎖に用いる材料の長期的特

性に関する研究 

研究の具体的計画は分かりませんが、ベントナ

イト系止水材の 1万年オーダーの長期性能予測の

信頼性向上は重要であり、そのために現象に立ち

返った基礎的研究を行うことは有効と思います。 

 拝承。 

36 佐々木 泰氏 (2)b セメント系人工バリアの長期性能評価手法の

研究 

研究の具体的計画は分かりませんが、セメント

系止水材の 1万年オーダーの長期性能予測の信頼

性向上は重要であり、そのために現象に立ち返っ

た基礎的研究を行うことは有効と思います。 

 拝承。 

37 佐々木 泰氏 (2)c 中深度処分における岩盤の収着・移行現象に

関する研究 

研究の具体的計画は分かりませんが、岩盤の長

期収着性能予測の信頼性向上は、重要であり、そ

のために現象に立ち返った基礎的研究を行うこと

は有効と思います。 

 拝承。 
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38 佐々木 泰氏 (2)d 生活環境における放射性物質の移行及び決定

グループの設定 

福島第一原子力発電所の事故によって放出され

た Cs の移行状況より、生活環境における放射性物

質の現実的移行を検討することは重要と思いま

す。他の地点にも活用できるような、幅広い研究

としていただくことが研究結果の有効活用に結び

付くと考えます。 

 拝承。 

39 佐々木 泰氏 ボーリング閉塞については、閉鎖後に性能を確

認する方法と、閉鎖性能を満たす閉鎖方法を確認

した上でその規格通りに閉鎖したことを確認する

方法があると考えます。いずれにしても、閉鎖性

能を確認する方法を確立しておくことは、有効と

考えます。 

 ボーリング孔の閉鎖の確認について、施工管理

で行うには施工とそれによる閉鎖性能を関係づけ

る相当の実績が必要と考えられます。一方で埋め

戻された側を加圧して圧力応答を見るような閉鎖

性能を直接測定する方法は、加圧及び圧力測定装

置を後で回収する必要があるため、用いることが

困難と考えられます。このため、種々の手法で得

られる情報を総合して判断できるよう、検討した

いと考えています。 

40 佐々木 泰氏 (4)a 中深度処分及び浅地中処分における侵食に関

する評価手法の研究 

研究の具体的計画は分かりませんが、地形浸食

予測の信頼性向上は、重要であり、そのための研

究を行うことは有効と思います。 

 

 拝承。 
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  (4)b 粘土系材料の透水特性、空隙構造等に関する

研究 

研究の具体的計画は分かりませんが、ベントナ

イトの透水特性評価の信頼性向上は、重要であ

り、そのために現象に立ち返った基礎的研究を行

うことは有効と思います。 

 拝承。 

41 中居 邦浩氏 廃棄物埋設の長期性能評価に関する研究とし

て、自然事象の長期評価、廃棄物埋設における性

能評価及び線量評価手法、地質環境及び水理環境

モニタリング、および浅地中処分等が対象とされ

ており、また、各項目の中で、これまでの中深度

処分の規制の検討等で議論となった項目などが適

切に考慮されていると思います。 

内容的にも透水性や収着性など、これまで均一

にモデル化されてきた部分について、亀裂やひび

割れなどの不均一性に焦点をあて、理解を深める

ための研究となっていると思います。 

 拝承。 

42 中居 邦浩氏 (2)ベントナイト系人工バリアに関して、長期の

変質が示されていますが、廃棄物やセメント系材

料に含まれる主要な化学物質の影響などについ

て、個々の化学物質ごとの影響にも焦点を当てた

方がいいと思います。 

御指摘のとおり、廃棄物に含まれる硝酸塩や硫

酸塩、セメント系材料に含まれる添加剤等の影響

を把握することは重要であると思います 。しかし

ながら、 全ての化学物質の影響について試験等を

実施することは現実的ではないため、他の機関等

で 実施されたベントナイト系人工バリアに対する
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検討から重要と考えられるものについて整理して

いきたいと考えております。 

43 中居 邦浩氏 (3)研究計画案 3ページ中ほどで、今後具体的な

地質環境条件及び設計に応じて研究の要否を検討

するものとして、金属容器の腐食挙動等が記載さ

れていますが、浅地中処分ではこれまで、容器の

性能がほとんど考慮されずに、当初から存在しな

いという極端な仮定が用いられる場合が多かった

と思いますが、今後、中深度処分の容器や、浅地

中処分の角形容器では、ある程度肉厚の容器が検

討されてることを踏まえ、単に閉じ込め期間だけ

でなく、損傷時期の時間分布などに踏み込んだ研

究も必要と考えます。 

中深度処分等の金属容器の腐食特性等につきま

して、「今後具体的な地質環境条件及び設計に応

じて研究の要否を検討するもの」としておりまし

たが、令和 3年度～6年度で実施を予定しており

ます安全研究「21.放射性廃棄物の放射能濃度等の

定量評価技術に関する研究」の中で実施を予定し

ておりますことから、当該記述を削除することと

いたします。 

44 中居 邦浩氏 研究項目の(2)のタイトルについて、研究計画と

説明資料がやや異なる表現になっています。 

研究計画：廃棄物埋設における性能評価及び線

量評価手法に関する研究 

説明資料：廃棄物埋設における性能評価手法関

する研究 

ご指摘の通り、脱字でございましたので、修正

いたします。 

  



25 
 

第４回バックエンド技術評価検討会における委員からの評価コメント及びその回答 
（廃棄物埋設における長期性能評価に関する研究） 

 
全体につきまして 
複数の評価委員の方々から、具体的な解析・実験手法及び結果の評価手法が十分提示されていないとのご意見をいただきました。このため、以下の項目につ

きまして、安全研究計画に下記の主旨の追記を行いたいと考えております。 
 
（1）自然事象の長期評価に関する研究 

a. 中深度処分における断層等に関する評価手法の研究 
断層の地下構造に関しては、これまでに実施された物理探査・物理検層の調査、研究事例を参照し、まずは新第三紀の堆積岩の物性データを用いて仮

想的地質モデルを作成し、そのモデルから解析対象となる深度における目標分解能に対して必要となる調査密度、調査手法等について解析的に検討を行

う。反射面が出やすい地層の物性、厚さ等、可能な範囲で幅広く調査する。 
また、活動が否定できない断層に対しては、科学的に想定されるプレート運動・プレート形状・沈み込み深度等を考慮した地殻造構応力の空間的な分布

や応力場の特性に基づく地震活動等について、数値シミュレーションと観測される地震活動・応力逆解析などの手法を組み合わせて検証を行う。 
 

c. 中深度処分における岩盤の力学状態と水理特性等に関する研究 
(ii) 処分坑道の閉鎖に用いる材料の長期的特性に関する研究 
「覆土の締固めと透水性能に関する試験」と「変質を考慮した透水性及び拡散等の試験の整理」では、粉末のベントナイトをアルカリ性溶液への浸漬する

ことによる鉱物組成の変化や、粉末よりも高密度のベントナイトに対してアルカリ性溶液を通水することにより、鉱物組成の変化のほか、透水性、イオンの移

動性について実験的に確認することを検討しています。得られた実験結果及び既存研究の結果を基に、地球化学計算及び物質移行計算を行い、鉱物組

成の変化、空隙中の粘性、イオン会合度等の水質や拡散二重層で表される静電場の影響等を整理し、物質移行に関連する空隙構造を評価する。 
 
（2）廃棄物埋設における性能評価及び線量評価手法に関する研究 

b. セメント系人工バリアの長期性能評価手法の研究 
空隙構造に起因した拡散に対して機構を明らかにする検討であり、材料及び反応環境によるカルシウムシリケート水和物のナノ構造の違いを評価すること
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で細孔構造や物質移行評価へつなげられるよう研究を進める。具体的には、細孔構造を水蒸気吸着装置等の細孔を圧力で壊さない手法を用いて層間空隙

まで測定し、さらに、閉塞した空隙やインクボトル形態なども併せて評価する。また、変化するカルシウムシリケート水和物の結晶構造をトリメチルシリル誘導体

化(TMS)法を用いて評価する。 
 

c. 中深度処分における岩盤の収着・移行現象に関する研究 
岩盤中の放射性核種の移行には、種々の空隙中における移流と拡散による移動現象と空隙を構成する鉱物表面への収着現象が関与する。移動現象に

は、連結した比較的大きな空隙中の移動、行き止まりの微細な空隙への拡散、鉱物表面の束縛された水の状態等が影響する。また、収着現象については、

岩石を構成する種々の鉱物との化学反応、鉱物表面の電気二重層、それらによる局所的な化学環境、鉱物表面の凹凸等の影響が検討されている〔6〕〔7〕。
一方、それら全てを把握することが困難であることから、移動現象については多くの場合、対象物の平均的な特性である拡散係数や透水係数で整理されて

いる。また、収着現象については、水質と岩及び放射性物質を特定すれば収着特性は固有の比例係数（収着分配係数）で表すことができるとする仮定が広く

用いられており、かつ、多くの場合分散系（バッチ試験）でデータが取得されている。この仮定は実用的であるとされつつも、長期間の環境条件の変化や岩等

の変質に伴う環境条件の変化を考慮する必要性が出てくると、より現象に立ち戻った理解が必要となる。個別の現象についても多くの研究があり、それらを組

み立てて系全体の挙動を評価する手法も検討されているが、その中で、空隙構造とそれが移動現象と収着現象に与える影響についての検討例は少ない。

材料によっては、微小な空隙が特異的な収着挙動を示し、また移動現象にも影響することもあるため、本研究では、そのような特異的な収着反応が放射性核

種の移行に与える影響を検討する。試験では、岩石の固相及び液相の様々な条件が影響を与えるため、各試験の目的に合わせて空隙中の液相の化学状

態、空隙のサイズ等を制御した試料を用いた拡散試験、収着試験等を組み合わせて実施する。（図 8、9は削除） 
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（２）放射性廃棄物の放射能濃度等の定量評価技術に関する研究 

No. 外部専門家・ 

専門技術者 

評価意見 回答 

1 井口 哲夫氏 構成されている研究目的・概要の各項目間の整合性

（関連性）にやや欠けている感があるものの、廃止措置

等の規制対応に資する適切な研究提案と判断する。 

本分野の規制部門とのニーズ・シーズ調整を通

じて現時点で必要な研究課題を抽出した結果、こ

のような研究項目を設定しています。 

2 井口 哲夫氏 クリアランス対象物の検認法について、とりあえず本

文の文章的には問題なさそうであるが、プレゼン資料の

例に挙がっているようなケーブル内部物質の可視化の

技術開発は、実務的な観点から明らかに馴染まない。具

体的な研究課題を設定する場合には、規制側が独自に実

施するにしても「合理的な検認法」の検討に主眼を置く

ことを明示すべきではないか？ 

合理的な検認方法を確立することは事業者の責

任において行われるものですが、一方で、御指摘

の「合理的」という視点は、規制側で行う検認方

法の妥当性確認でも、必要と考えます。したがっ

て、本文中に「事業者の行う放射線測定の定量評

価の妥当性を合理的に確認するための手段の開

発」という形で、合理的に妥当性を確認すること

を明記いたします。 

また、ケーブル内部物質の可視化については可

視化そのものが目的ではなく、内部構造情報のモ

デル化がどの程度まで合理的に示されればクリア

ランス検認で定量評価されたと判断できるかの知

見蓄積の一環として行うものです。 

なお、資料自体への修正については正式な研究

計画公表の際に行います。 
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3 井口 哲夫氏 廃止措置リスク評価はタイムリーな研究課題である

が、実施内容・計画ともに記述が希薄で、具体的な成果

物がよく見えない。例えば、現行の廃止措置安全評価コ

ードへ改良を加える内容等についてもう少し明確に示

せないか？ 

「６．安全研究概要」の（３）に事例として廃

止措置安全評価コードを廃止措置中の被ばくにつ

いても評価できるよう改良する旨を追記します。 

なお、資料自体への修正については正式な研究

計画公表の際に行います。 

4 井口 哲夫氏 研究プロジェクトの表題から見ると、設定された研究

項目間の関連性にやや歪な感があることは否めないが、

廃止措置等の規制対応に資する時宜を得た適切な研究

計画と実施内容であると評価する。 

本分野の規制部門とのニーズ・シーズ調整を通

じて現時点で必要な研究課題を抽出した結果、こ

のような研究項目を設定しています。各項目間で

共通する内容については都度整理しながら研究を

進めていきます。 

5 井口 哲夫氏 国内外の過去の研究、最新知見を踏まえている。 － 

6 井口 哲夫氏 解析実施手法やデータ取得手法は適切である。 － 

7 井口 哲夫氏 解析結果の評価手法、実験結果の評価手法は適切であ

る。 

－ 

8 井口 哲夫氏 重大な見落とし（観点の欠落）というわけではないが、

各委員からの事前コメント（No.1～4）への回答を反映

させた研究計画改訂案を念頭に、さらに以下の点が気に

懸かったので、必要に応じて検討していただきたい。 

 

(1)クリアランス検認 

b.混合物定量化手段の検討について、ケーブルや制御

機器等で仕様が定まっているものは、シミュレーション

計算（例えば、PHITS など）を用いた放射化モデルの類

型化を検討してはどうか？表面汚染の除染後、当該の新

実際の研究の遂行において以下を考慮して進め

ていきます。 

 

 

 

 

クリアランス検認で事業者が認可申請に用いる

ための放射化モデルの類型化のような具体的なデ

ータ整備は事業者自身において行われるものです

が、一方で、そうした手段が用いられた際の妥当
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規クリアランス対象物を予め整備した放射化類型モデ

ルに当てはめて、外部放射線測定と全重量測定から内容

物の各成分へ放射能濃度を割り当てる方式は合理的と

思われる。 

性の判断を行うことができるよう、御指摘のよう

なシミュレーション計算による放射化モデルに係

る知見の蓄積も本研究の中で併せて進めていきま

す。 

9 井口 哲夫氏 (2)廃棄体等の安全性確認 

a.ソースターム設定の検討において、中深度処分廃棄

物が対象となるのは理解できるものの、研究施設等の金

属廃棄物の具体的イメージが湧かない。U廃棄物のこと

を指しているのか？説明補足があるとよい。 

b.既に委員コメントへの事前回答にもあったが、日本

原子力学会標準で、「中深度処分対象廃棄物の放射能濃

度決定方法の基本手順：2019 (AESJ-SC-F015：2019）」

が発刊されているので参考にしていただきたい。 

研究施設等廃棄物に係る金属廃棄物は、研究炉

や加速器の雑固体廃棄物が該当しますので、その

旨の説明を補足します。 

なお、資料自体への修正については正式な研究

計画公表の際に行います。 

ウラン廃棄物については現在原子力規制委員会

において検討中です。 

原子力学会標準については、その内容を勘案し

つつ、本研究の中で規制の観点から判断するため

の技術的根拠を整理していきます。 

10 井口 哲夫氏 (3)廃止措置リスク評価 

廃止措置リスク評価について、事前コメントでも指摘

したが、海外事例の調査研究も重要ながら、予備的でも

よいので、その調査結果を「必要に応じて」ではなく、

具体的に廃止措置安全評価コードの改良に反映してい

ただくことが望まれる。 

御指摘のとおり、海外事例の調査結果を基にコ

ード改良の必要な箇所を明確にした上で、コード

への反映を進めていきます。 

具体的なコード改良の内容については研究の進

捗に伴い、必要性が明確になった時点において安

全研究計画に反映します。 
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11 井口 哲夫氏 (4)長半減期放射性核種等の定量評価に係る信頼性確保

に関する研究 

最新の同位体分析法の調査の中に、レーザー共鳴イ

オン化質量分析法も加えていただけるとよい。ルーチ

ン的な手段としてはお薦めしないが、少なくとも懸案

の分析試料の前処理技術の問題を回避できるメリット

がある。また、本研究後半で実験装置の導入・整備が

計画されているが、あくまでも規制利用という観点か

ら仕様策定されることが望ましいと思われる。 

御指摘の分析法も含めて、関連する同位体分析

に関する手法を幅広く調査した上で、実際に用い

る実験装置の構成を検討するとともに、装置の導

入に際しては規制に活用するという観点に留意し

て仕様を策定していきます。 

12 小崎 完氏 (2)廃棄体等の安全性確認 

「廃棄物埋設施設の間隙水の物理化学的環境変化に

伴う核種移行挙動等に関する情報を獲得する。」（研究

計画（案）p3）とありますが、「廃棄物埋設施設の間隙

水」は具体的にどこの水を指しているのでしょうか。

また、この文章は、「水が曝されている環境の物理化学

的変化」なのか「水が影響を及ぼしている環境の物理

化学的変化」のどちらでしょうか。「環境」が加わって

いるため、分かり難くなっていると感じました。 

「廃棄物埋設施設の間隙水」は、廃棄体層のセメ

ント間隙水、難透水性覆土の緩衝材間隙水及び天然

バリア中の間隙水を指します。 

また、この文章で意図しているのは前者になりま

す。「環境」が加わることでわかりにくくなってい

ますので、以下のように修正いたします。 

（修正案） 

・・・廃棄物埋設施設の間隙水の物理化学的環境

条件の変化に伴うよる核種移行挙動等への影響

に関する情報・・・ 

なお、資料自体への修正については正式な研究計

画公表の際に行います。 
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13 小崎 完氏 (2)b 廃棄体の放射能濃度評価に係る留意事項抽出 

「中深度処分対象廃棄体に含まれる放射化核種につ

いて、放射化学分析及び放射化計算により放射能量を評

価する場合の留意点の抽出のための調査を行う。」（R3

年度）（研究計画（案）p5）とありますが、具体的にど

のような調査を行うのでしょうか。 

当該検討では、中深度処分固有の核種及び放射化

される前の微量元素を対象に、分析結果が過小評価

又は過大評価される要因を抽出し、その要因が分析

方法に与える影響を実験的に検討します。 

R3 年度は、これらの核種又は元素について、国内

外の文献から当該核種の分析手法を調査・整理し、

前処理方法や回収率の測定方法などの分析結果に

影響し得る要因を調査・整理します。 

14 小崎 完氏 (3)廃止措置リスク評価 

背景として「廃止措置の主要工程における放射性物質

の飛散の可能性に関する検討を行った事例はあるもの

の、総合的に廃止措置のリスク評価を行った事例は確認

されない一方、諸外国、特に原子力先進国において発電

炉の廃止措置が進んでいる。こうした実態を踏まえ、効

果的な原子力規制検査に資するため、廃止措置リスク評

価手法に関する知見を整備する必要がある。」との記載

があります（研究計画（案）p2）。また、目的として「リ

スクを評価する方法を検討する。」との記載もあります

（研究計画（案）p2）。一方で、「必要に応じて廃止措置

安全評価コードを改良する。」（R3 年度）（研究計画（案）

p5）との記述があります。「改良」ということは、既存

の「廃止措置安全評価コード」に手を加えるということ

だと思いますが、これは、「総合的に廃止措置のリスク

評価を行った事例は確認されない」、「リスクを評価する

「廃止措置安全評価コード」は、廃止措置終了確

認の判断に活用するため、廃止措置終了後にサイト

に残存する放射性物質による被ばく線量を評価す

るために開発したものです。「コード改良」では、廃

止措置作業中に環境に放出された放射性物質によ

る影響を評価するための機能拡張を検討していま

す。新規性については、原子力規制検査に活用する

観点での具体的な活動を視野に入れている点が他

と異なるところです。 
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方法を検討する。」との記述と矛盾するようにも読み取

れます。既存の「廃止措置安全評価コード」の内容と、

今回の研究計画との関係、ならびに今回の研究の新規性

について明確に説明下さい。 

15 小崎 完氏 (4)長半減期放射性核種等の分析における信頼性確保に

関する研究 

 実施計画において、「最新の分析方法の研究に必要な

実験装置等の導入・整備計画立案を行う。」（R3 年

度）、「試料の前処理方法、化学分離方法及び分析方法

の検討を実施し、技術的課題を整理する。」（R4 年度）

（研究計画（案）p5）とありますが、「分析方法の検

討」は初年度に行い、その結果、装置の導入・整備計

画をたて、実験装置を導入した上で、実際に分析を行

い、課題点を抽出するのが一般的ではないかと思いま

す。R4 年度の「分析方法の検討」は具体的にどのよう

な内容でしょうか。この内容によっては、R4 年度の

「分析方法の検討」との記述は別の表現に変えた方が

良いのではと思います。 

本計画に記載の「分析方法の検討」では、質量分

析計等を用いた核種の分析方法に係る実験的検討

を実施することを想定しています。御指摘の「実際

に分析を行い」に該当しますので、「分析方法に係

る実験的検討」に修正いたします。 

なお、資料自体への修正については正式な研究計

画公表の際に行います。 

16 小崎 完氏 日本原子力学会秋の大会の予稿が引用されています

が、A４版 1ページで含まれている情報量も限られてい

るため、参考文献としては十分とは言えないと思いま

す。可能でしたら、別の報告書あるいは論文に差し替

えて頂ければと思います。 

現時点で他に引用可能な公開された論文等が存

在していませんのでこれらの予稿を参考文献とし

て示しています。 

論文として投稿中のものもありますので、論文等

が公表され次第差し替えていく予定です。 
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17 小崎 完氏 (1)～(4)のカテゴリーいずれにおいても、過去の研

究ならびに最新知見を踏まえた上で、安全研究として

適切に研究項目が設定されていると評価できる。 

なお、実施計画・背景の(3)「廃止措置リスク評価」

（研究計画（案）p2）における既存の「廃止措置安全

評価コード」の位置づけは明確に記述されることが望

ましい。 

「廃止措置安全評価コード」は、廃止措置終了確

認の判断に活用するため、廃止措置終了後にサイト

に残存する放射性物質による被ばく線量を評価す

るために開発したものですので、その旨の説明を補

足します。 

なお、資料自体への修正については正式な研究計

画公表の際に行います。 

18 小崎 完氏 解析方法、実験方法は適切であり、ニーズに適合し

ている。 

ただし、(2)「廃棄体等の安全性確認」「a. ソースタ

ーム設定等に関する検討」において、Ｒ６年度に必要

に応じて実施する試験においては、それまでに海外類

似事例の調査の結果を十分に精査した上で、その必要

性を検討するとともに、必要な場合は試験条件、試験

方法を十分検討した上で設定することが望まれる。 

また、(3)「廃止措置リスク評価」において、必要に

応じて行うとされる廃止措置安全評価コードの改良

（Ｒ３年度）（同 p5）の内容については、既存のコー

ドからの改良点を明確にすることが望まれる。 

御指摘のとおり、Ｒ６年度に必要に応じて実施す

る試験においては、それまでの調査結果を精査の上

進めていく予定です。 

「コード改良」では、廃止措置作業中に環境に放

出された放射性物質の移行及び影響を評価するた

めの機能拡張を検討します。 

この内容については研究の進捗に伴い、必要性が

明確になった時点において安全研究計画に反映し

ます。 

19 小崎 完氏 解析結果の評価手法、実験結果は概ね妥当である。 

ただし、(3)「廃止措置リスク評価」では、検討した

結果（あるいは改良した安全評価コード）の妥当性の

検証方法についても、同時に検討しておく必要がある

と思われる。 

安全評価コードの改良も含め、どのように妥当性

を検証するかについては、研究の進捗に伴い、明確

化していくものですので、プロジェクト開始後適宜

安全研究計画に反映します。 
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20 小崎 完氏 (1)～(4)のカテゴリーのいずれにおいても、重要な

研究項目をあげており、現時点で優先的に実施すべき

研究で有り、重大な見落としは見当たらない。 

－ 

21 新堀 雄一氏 クリアランス検認については、「国内外の低濃度放射

能測定技術及び計量・校正制度の運用・開発動向の調

査を行い、事業者の行う放射線測定の定量評価の妥当

性を確認するための手段の開発、バックデータの整備

を進める。」とございます。特に、国外での運用の背景

とそれらの国内での整合性と課題について研究を深め

て頂ければと存じます。 

御指摘の内容を踏まえ、本研究を進めてまいりま

す。 

22 新堀 雄一氏 評価項目に照らして、また、これまでの研究成果を

踏まえ、研究計画は的確に設定されていると思いま

す。 

但し、研究計画工程表について、ご説明用の資料で

は、「研究の過程で得られた知見は適宜、審査等に活

用」とあり、それは、（1）クリアランス検認、（2）廃

棄体等の安全性確認、（3）廃止措置リスク評価、およ

び（4）長半減期放射性核種等の定量評価に係る信頼性

確保に関する研究の全てのテーマに当てはまるように

理解いたしましたが、研究計画案では、（1）について

適宜審査に活用する、と読めます。何れにいたしまし

ても知見を取得あるいは蓄積する段階では、審査等に

活用する前に、それらの知見の統合化を国際的な視点

からも確認しながら進めていくことが必要かと存じま

(1)につきましては現時点において具体的なクリ

アランス検認に係る審査が進められていますので、

得られた成果のうち活用できる成果についてはタ

イムリーに審査支援にて活用しますので、このよう

な行程表上の表現となっています。(2)～(4)につき

ましても得られた知見を技術基盤として原子力規

制庁の審査・検査に係る活動に活用することに変わ

りはありません。 

また、御指摘いただきましたように、得られた知

見は国内の既往知見との比較のみならず国際的な

視点からもその意義を確認し規制に反映していく

ことで、規制基盤の着実な構築を目指します。 
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す。言い換えると、即効性と統合化とのバランスが重

要であり、それらに留意しながら進めていくことが、

技術的観点からの規制の着実な構築につながると思う

次第です。 

他方、クリアランス検認につきましても、国際的な

事例とその背景を十分に調査し、それらを国内に適用

する際の整合性について研究を深化させて頂ければと

思います。 

23 新堀 雄一氏 概ねこれまでの研究成果が踏まえられている。 － 

24 山元 孝広氏 研究計画に示されている課題はいずれも放射線濃度

等の定量評価に必要とされるものであり、原子力規制

庁が取り組む意義は十分に理解できる。ただし、評価

項目に設定された「解析・実験方法」や「結果の評価

手法」が、説明資料に十分に提示されていないので、

この観点での評価は出来ない。 

 各課題では、既存の知見を収集、整理及び分析

の上で、必要性を明確にした後に実験的研究に着手

することとしています。それらの課題と対応する本

計画案で示した解析・実験方法及び、結果の評価手

法は、現時点では課題解決の方向性を示した記載と

なっており、これらの記載を通じてその課題に取り

組む意義があることを示しています。 

 より具体的な解析・実験方法及び、結果の評価

手法については今後の研究の進捗に伴う検討結果

を取り入れながら、計画段階で設定した方向性に従

って明確化し、必要に応じて安全研究計画に適宜反

映していきます。 
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25 山元 孝広氏 (1)～(4)のカテゴリーのいずれにおいても、重要な

研究項目をあげており、現時点で優先的に実施すべき

研究で有り、重大な見落としは見当たらない。 

－ 

26 井口 幸広氏 (1)クリアランス検認 

「混合物」とありますが、通常、液体や気体で用い

る用語ではないでしょうか。ケーブルなどが事例であ

げられていますが、複合物？といったところでしょう

か。少なくとも、定義をお願いします。 

初出の箇所において、 

「金属と有機物等の異なる材質が混合した新規の

クリアランス対象物（以下、混合物という。）」 

といった形で定義を行います。 

なお、資料自体への修正については正式な研究

計画公表の際に行います。 

27 井口 幸広氏 (1)クリアランス検認 

対象物が拡大されておりますが、どこまでの範囲を

行うのでしょうか。事業者のニーズをとらえて既に調

査されておれば良いかと思いますので、その点を明確

にお願いします。 

 

平成 28 年から事業者とは面談を行い、ニーズを

調査してきました。現状ではケーブルと制御盤が

挙がっていますが、今後も引き続き事業者の最新

動向を把握しながら随時更新していきます。 

28 井口 幸広氏 (1)クリアランス検認 

ウランクリアランスについては、現状の対象は金属

だけだったと記憶しておりますが、こちらも含めて検

討されるのでしょうか？将来を考えれば、当然含まれ

てもよいと思いますが、より困難な案件かと思います

し、その点範囲を明確に願います。 

ウランクリアランスは本安全研究の対象外とな

ります。 

なお、ウランクリアランスについては現在原子

力規制委員会において検討中です。 

29 井口 幸広氏 (2)廃棄体の安全性確認 

日本原子力学会標準との関係が記載されていないよ

うに見受けられますが、役割分担はどのようになって

日本原子力学会の分科会に常時参加者として出

席して学会標準の内容及び整備状況を把握してい

ます。その上で、規制独自の観点から優先的に確
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いるのでしょうか？整備されつつある標準を踏まえ

た、整合性のある研究とすべきかと思います。 

認すべき事項とその判断根拠を整備することを目

的とした研究としています。 

効果的な研究となるよう、今後も日本原子力学

会や事業者の動向を把握しながら進めてまいりま

す。 

30 井口 幸広氏 (3)廃止措置リスク評価 

事故だけを対象に研究されるように見受けられます

が、平常時の被ばくについてはリスクとして考慮しな

いのでしょうか。 

平常時の被ばくについても対象としています。

明確化のために「６．研究概要」を以下のとおり

修文します。 

（修文案） 

廃止措置の主要工程における平常時及び事故時

の放射性物質の飛散及び被ばくにつながる関連

事象を整理し、・・・ 

なお、資料自体への修正については正式な研究

計画公表の際に行います。 

31 井口 幸広氏 (3)廃止措置リスク評価 

放射線安全だけに絞るのでしょうか。廃止措置にお

いては、一般産業リスクがクローズアップされると思

われますし、また、一般産業リスクが、放射線安全を

脅かす事態も考えられます。 

原子炉等規制法に基づく廃止措置規制に係る研

究ですので、放射線安全に主眼を置いて研究を進

める予定です。ご指摘のような、一般産業のリス

クが起因事象となって放射線影響を及ぼすような

事態は、放射線安全に含まれるものと考えます。 

なお、国際機関において廃止措置リスクを放射

線リスクだけでなく一般産業リスクや化学物質の

リスクを一体的に検討する All Hazard Approach 

の議論が進んでいることも踏まえ、適宜情報収集

をしてまいります。 
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32 井口 幸広氏 (3)廃止措置リスク評価 

 特有な話として、FBR のように、金属ナトリウムが

使われている場合、複合的な危険性についても配慮す

べきではないでしょうか。 

FBR の廃止措置リスクの評価については、現在

のところ規制ニーズが示されていません。効率的

に研究を進める観点から、当面はテーマを絞って

規制ニーズが示された軽水炉の廃止措置に注力し

た研究としています。 

33 井口 幸広氏 (3)廃止措置リスク評価 

廃止措置の実施において、予期せぬ汚染のようなリ

スクがあります。海外の事例を見ると、そのような事

態が多数発生しています。このようなリスクをどう低

減するのかも検討していただいてはいかがでしょう

か。マネジメントの問題かもしれませんが。 

IAEA 2016 NW-T-2.8-Managing the Unexpected in 

Decommissioning 

https://www.iaea.org/publications/10786/managing-

theunexpected-in-decommissioning 

御指摘の点については、事業者のマネジメント

の問題と考えており、本研究の対象には含めてい

ません。なお、そのような汚染が発生した場合に

は、特に廃止措置終了確認の際に問題になると考

えており、そのような場合の影響評価について

は、令和２年度までの安全研究において扱ってい

ます。 

34 井口 幸広氏 (4)長半減期放射性核種等の定量評価に係る信頼性確保

に関する研究 

例示の核種として、36Cl がないのですが？これは、

問題ないものでしたでしょうか。 

36Cl は特に中深度処分における被ばく線量への

影響度が大きい核種といった観点から重要と認識

しています。 

従来、36Cl はベータ線計測によって測定してい

ます。一方、当該研究では、質量分析法を中心に

研究する計画であり、当該手法で 36Cl を高感度に

測定することは現時点では困難であると認識して

いるため検討対象とはしていません。 
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ただし、36Cl は、検討対象核種として例示した
129I と同様にハロゲンであり、その化学的挙動には

類似点もあるため、今後は、129I 分析における前処

理、化学分離等に関する実験を進める中で、必要

に応じてフィージビリティー実験等を実施して
36Cl への質量分析への適用性を検討することも考

慮します。 

35 井口 幸広氏 (4)長半減期放射性核種等の定量評価に係る信頼性確保

に関する研究 

「最新の分析方法の研究」とありますが、既往研究

との関連が記載されていないように見受けられます。

既存の方法には、どのようなものがあり、最新の分析

方法はどのようなものなのでしょうか。もう少し具体

的に記載すべきかと思います。 

本研究で行うのは、対象核種を最新の質量分析

計を用いて測定するための分析方法に係る、試料

の溶解等の前処理、化学分離、質量分析の条件設

定等に係る様々な基礎データを取得するための実

験です。 

例えば、90Sr は既存の方法では、90Y の単離のた

めの長時間の静置を伴う多くの前処理の後、ベー

タ線計測によって分析されますが、現在では、最

新の質量分析計を用いることで、より短時間で結

果が得られる分析方法を用いることが可能です。 

こうした内容を明確化するために、「最新の分

析方法の研究」を、「最新の質量分析計を用いた

分析方法の研究」に修正いたします。 

なお、資料自体への修正については正式な研究

計画公表の際に行います。 
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36 佐々木 泰氏 (1)クリアランス検認 

クリアランス検認の信頼性を上げることは重要です

が、測定技術のみならず、対象物の選定、保管・測定

および搬出時の混在防止など一連のプロセスにおける

信頼性向上はより重要と考えます。学術的な不確かさ

を考慮した測定技術に限定せず、各プロセスにおける

不確かさの分析も併せて実施することが実効的な研究

に結びつくと考えます。 

対象物の選定により影響を受ける測定対象物の

核種組成比や混合状況等は、今回の研究では、濃

度評価の定量評価の中で対象となり得るものです

ので、研究の進捗の中で考慮していきます。 

混在防止等のプロセスにおける信頼性向上は事

業者の品質保証活動等の中で行われるもので、こ

れまでのクリアランス検認に係る規制庁の活動の

中で、研究の対象となるような課題は抽出されて

おらず、今回の研究対象には含めておりません

が、研究の進捗の中で関係する内容が見つかりま

したら適宜反映していきます。 

37 佐々木 泰氏 (2)廃棄体の安全性確認 

中深度処分の放射能濃度の設定、測定の信頼性を上

げることは重要と思います。説明資料で「中深度処分

対象廃棄体に含まれることが想定される放射化核種の

分析における技術的留意点及び放射化計算により放射

能量を評価する場合の留意点に関する知見を蓄積す

る。」とされていますが、この内容は、検出できない

核種についてどう評価するということとを意味されて

いるのでしょうか？ 

また、「さらに、中深度処分対象廃棄体の放射能濃

度を外部からの放射線測定により評価する場合の評価

精度及び多数の廃棄物を一括して計測する場合の放射

能濃度評価への影響について整理」とありますが、こ

検出できない核種については日本原子力学会標

準の検討でも検出下限値による評価についての検

討が行われていますので、その内容を勘案しつ

つ、規制の観点から判断するための技術的根拠を

整理する予定です。 

外部からの放射線測定による評価については、

予想される評価方法の一つと認識しておりますの

で、御指摘のとおり、他の評価方法を排除するも

のではありません。 

また、多数の廃棄物を一括して計測する場合に

ついては、トレンチ処分でフレキシブルコンテナ

に収納したコンクリートガラ等を一括して測定す

る場合を想定しています。 



41 
 

の外部評価測定というのはあくまで例で、理論計算に

よる評価を排除しないということでよいでしょうか？ 

さらに、「多数の廃棄物を一括して計測する場合」

とありますが、中深度処分対象廃棄体についてどのよ

うなケース（物量、廃棄物性状）を想定されているの

でしょうか？ 

38 佐々木 泰氏 (3)廃止措置リスク評価 

諸外国の廃止措置リスク評価の調査等を行うこと

は、重要と思います。 

本研究では、まずは廃止措置リスク評価の現状

を整理する観点で諸外国の類似事例を調査するこ

ととしています。 

39 佐々木 泰氏 (4)長半減期放射性核種等の定量評価に係る信頼性確保

に関する研究 

長半減期放射性核種等の定量評価に係る信頼性確保

は重要と思います。 

本安全研究を通じて進めてまいります。 

40 中居 邦浩氏 (1)クリアランス検認 

研究計画案３．背景に示された図２（説明資料の７

ページ）について、1cm スケールでの物質分布の例が

示されていますが、これがクリアランス対象物の放射

能の定量化にどのように影響するかの説明があった方

がいいと思います。自己遮蔽の影響という観点では数

cm～数 10cm のスケールでの物質分布の把握が重要と

思いますが。 

本図は物質の分布を把握できる技術の例を示し

たものですので、それが分かるように注記を行い

ます。物質分布の把握をどの程度のスケールで行

うことが必要で、それが定量化にどのように影響

するかについての検討は本安全研究の対象となり

ます。 

なお、資料自体への修正については正式な研究

計画公表の際に行います。 

41 中居 邦浩氏 (2)廃棄体の安全性確認 

金属廃棄物の腐食挙動、核種の放出挙動等に関する

研究、放射化核種の定量評価、および廃棄体容器での

(2)の中には、事業許可申請の線量評価の妥当性

確認に反映するものと、後段規制の廃棄体確認に
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外部測定の研究は、廃棄確認技術の確立に大いに貢献

すると思いますが、タイトルは廃棄体等の確認とした

方がいいのではないでしょうか。 

反映するものが含まれており、両者を含むために

「廃棄体等の安全性確認」としています。 

42 中居 邦浩氏 (3)廃止措置リスク評価 

研究計画案６．安全研究概要に、もう少し具体的な

内容説明がある方がわかりやすいと思います。 

具体的な成果のイメージがわかるように、(3)に

事例として廃止措置安全評価コードを廃止措置中

の被ばくについても評価できるよう改良する旨を

追記します。 

なお、資料自体への修正については正式な研究

計画公表の際に行います。 

43 中居 邦浩氏 (4)長半減期放射性核種等の定量評価に係る信頼性確保

に関する研究 

「複雑な性状の試料に含まれる」という記述があり

ますが、原子数の分析の信頼性との関連で、測定時の

妨害元素などを取り除く必要がある、あるいはそれに

よって精度が低下するという意味でしょうか。また、
90Sr は、外部測定は難しいと思いますが、普通に放射

線計測で測定できるのではないでしょうか。 

御指摘の通り、「複雑な性状の試料に含まれ

る」核種分析において、測定時の妨害元素等を取

り除く必要がありますので、前処理、化学分離方

法等の分析精度等への影響を整理します。また、
90Sr は既存の方法では、複雑な 

前処理の後、ベータ線計測によって多くの手間

と時間をかけて分析されていましたが、現在で

は、質量分析法による新しい分析方法が開発され

ています。一方で、このような新しい分析方法の

妥当性を確認するための科学的・技術的知見は必

ずしも十分ではありません。そのため、最新の質

量分析計を用いて測定するための分析方法につい

て、試料の溶解等の前処理、化学分離、質量分析

の条件設定等に係る様々な基礎データを取得する

ための実験を実施するものです。 
 


